
育児・介護体業法の概要

育児のための両立支援制度

(1)西児休業 …………………… 吉児のために仕事を休める制度です。

(2)短時間勤務制度…………… 短時間動務 (1日6時間)ができる制度です。

(3)所定外労働のSl限…………―残業が免僚される制度です。

(4)子のを割木恨 ……………… 子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。

(5)法定時間外労働の制限…… 残業時間に一定の制限を設ける制度でする

(6)深績業の制猥……………… 深夜く午後 10崎～午前5時)の就労を制限する岳J度です。

(7)その他の両立受援婚lB…… 仕事と百児の両立のために設けられたその他の制度です。

(3)転動の配18……………………育児期の従業員の転動に一定の配慮を求める制度です。

(9)不利益取扱いの案止
…………上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを奈じる制度です。

介護のための両立支援帝」度

(1)介王l■禁…………………… 介鎮のために仕事を休める制度でする

(2)短時間動務品J度をの拾置… 短時間勤務などができる制度です。

(3)介証休瞬制度……………… 介捜などの必要がある日について仕事を体める制度です。

(4)法定時間外労働の制ほ…… 残業時間に一定の制限を設ける制度です。

(5)津夜共の制fF…………………深夜 (午後10時～年前5時)の就労を制限する制度です。

(6)転勤の団は……………………家族の介題をする従業員の転動に一定の配慮を求める制度です。

(7)不利益取扱いの■止……… 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。

育児 介 霞休業法に関する情報は、厚生労働省のHPで 紹介しています

育児 介 護休業等に関するお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ
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